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むとともに、環境経営の継続的改善に努めます。

基本方針

に次のように基本方針を定めます。

6.　 環境への取組みを環境経営レポートとして取りまとめ公開します。

2020年10月23日

代表取締役社長　三浦　航

- 1 -

2.　資源の３Ｒ（Reduce/Reuse/Recycle）に取り組み、事業所内のみならず、

事業活動においても限りある資源を有効に活用します。

3.　事務用品から建設資材においてグリーン購入の推進に努めます。

4.　電気・水道・ガス等の省エネルギーに取組み、温室効果ガスの削減に努めます。

5.　環境経営方針は、社員教育における４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）を通じて

社員に周知徹底します。

1.　環境経営目標を設定し、達成に向けて組織的な活動を持続します。

◇環境経営方針◇

基本理念

株式会社東洋ＡＣは、総合設備工事業としてのノウハウを駆使すると共に、全社員個々の

意識改革を促し独自の環境マネジメントシステムを構築し積極的に環境保全活動に取り組

環境関連の法律・条例を遵守し、経営理念にそって事業活動での環境負荷の低減を図る為



事 業 者 名

代 表 者 名

所 在 地 本 社

設 立 年 月 日 設 立

創 業

資 本 金 4,500万円

事 業 内 容 総合設備工事業

許 可 番 号

有 資 格 者 1 名

2 名

7 名

6 名

1 名

2 名

6 名

3 名

1 名

1 名

第二種冷媒フロン類取扱技術者 1 名

1 名

1 名

1 名

7 名

9 名

4 名有機溶剤作業主任者
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第二種電気工事士

冷媒回収技術者

熱絶縁施工技能士

空気環境測定実施者

特別管理産業廃棄物管理責任者

石綿作業主任者

建築物空気環境測定業　東京都知事（東京都21空）第401号

建築設備検査員資格者

ＲＫＣ(家電リサイクル券システム）コード：213990080013

高圧ガス販売事業　第4009号

一般労働者派遣事業　厚生労働大臣（派13）第308417号

建築設備士

工学会設備士(空調・衛生)

一級管工事施工管理技士

二級管工事施工管理技士　　　　　 

第三種電気主任技術者

消防設備士

給水装置工事主任技術者

排水設備工事責任技術者

昭和 63年  9年 10日

特定建設業（管工事業）東京都知事許可（特１）第110547号

指定給水装置工事事業者（東京都）第8775号

指定排水設備工事事業者（東京都）第5166号

第一種フロン類充填回収業者登録（東京都）13104899号

◇組織の概要◇

株式会社 東洋ＡＣ

代表取締役社長　三浦　航

東京都中野区本町3丁目29-10

平成   6年  8月 12日



千円

件

㎡

人

FAX：03-3375-0177

： info@toyoac.co.jp

： http://www.toyoac.co.jp

全従業員
環境方針への理解と取組への自覚

積極的な環境活動への取組
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環境管理事務局
小田桐　博美

環境管理責任者補佐

環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

環境活動の実績集計

環境経営レポートの作成

環境管理責任者
小田桐　博美

環境経営システムの構築・実施・運用

法規制等の取りまとめ

環境経営レポートの確認

環境活動取組結果を代表者へ報告

代表取締役　社長
三浦　航

環境経営に関する統括責任

環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知

経営資源の準備

全体評価と見直し

経営における課題とチャンスの明確化

担当者 責任と役割及び権限

連 絡 先 TEL：03-3375-8088

E-mail

ＵＲＬ

◇体制図及び認証登録範囲◇

代表者　三浦　航

環境管理責任者 小田桐　博美

環境管理事務局 小田桐　博美

技 術 部 業 務 部

※認証登録範囲　本社業務及び付随する全ての業務

従業員数 21

環境管理責任者 取締役 小田桐　博美

事務所及び営業所規模 80.08

事 業 の 規 模 年間工事高（2022年3月期） 552,550

工事件数 47



◇環境経営目標とその実績◇

●昨年度より過去５年間（2013年度～2017年度）の平均数値と比較を行っています。

また、燃料使用量につきましては、台数の変更・現場までの距離などが年度毎に違うので、正しく削減できて

いるのか判断が難しいため、目標値は立てますが判定は行いません。

削減率 削減率 削減率

判定 判定 判定

3.0% 4.0% 5.0%

〇

3.0% 4.0% 5.0%

—

3.0% 4.0% 5.0%

✕

〇

2.0% 3.0% 4.0%

✕
（注）上段が目標値、下段が実績値

（注）購入電力の排出係数は、調整後の排出係数(0.462㎏-co₂)を用いて算定。

—

—

6.9470

— —
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—

— 　　　　 —  —

519.1 513.7 508.4

535.2 2653.3 —

t-CO2
7.2365 8.9130

総排水量の削減

7.0918 7.0194

2021年度

㎾h

グリーン購入
100

99.6

2023年度

—

単位

90

96 104 —

目  標

(再来期)

2022年4月～

2023年3月

2023年4月～

2024年3月

2022年度

電力使用量の削減

燃料使用量の削減

8520

㎥

8699

8969

92 91

—

100 100

97.4
％

％
—

8610

2018年3月

(来期)目 標 項 目

5959

(当期)

基準年度

実績

2021年4月～2013年4月～

—

—

建設産業廃棄物の
適正な処理の実施

（リサイクル率の向上）

二酸化炭素
総排出量削減

ℓ

— 60.9

2022年3月



◇環境経営計画と取組結果、その評価・次年度の取組内容◇

● 電力による二酸化炭素排出量の削減

単位：Kwh

8699
Kwh

5959
Kwh

97
%

66
%

*基準年度・・2013年度～2017年度の平均値

・ブラインドの有効利用 ・サーキュレーターの有効利用

コロナ感染症対策の為テレワーク及びリモート

を行ったことで総使用量は減ったが、換気を推奨
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目標 実績

〇

達成状況

したことで冷暖房の使用頻度が増加してしまい、

次年度の取組

・事務室、トイレの不要時の消灯

・帰宅時、電化製品の消灯

31.5 ％削減

＜取組事例＞

1日平均使用量が増となってしまった。

達成状況目標達成手段

評価

〇

〇

年間電力量

事務室、トイレの不要時の消灯

帰宅時、電化製品の消灯

10095

8816

8572

8669

8688

8969

7720

8021

8699

5959

8610

8520

5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

基準年度

2019年度

2020年度

目標2021年度

2021年度

目標2022年度

目標2023年度

電力使用量の推移

91.4%
98.5%

84.5% 82.0% 81.8% 80.1% 80.5% 80.8% 79.5% 79.3% 76.9% 77.2%

0

250

500

750

1000

1250

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

電力消費量推移

基準年度

2019年度

2020年度

2021年度

累積差



● 総排水量の削減

単位：㎥

92 ㎥ 104 ㎥
97

%
109

%

*基準年度・・2013年度～2017年度の平均値

次年度も変わらず節水意識をもって行動して

・自動水栓設置

実績

▲ 13.0 ％削減

目標達成手段 達成状況

手洗い,食器を洗う時に余計な流水をしない 〇

給水管等からの漏水の点検 〇
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年間総排水量

評価 次年度の取組

・手洗い、食器を洗う時に余計な流水をしない

いきたいと思います。 ・給水管等からの漏水の点検

達成状況

✕

目標

＜取組事例＞

75

99

92

108

103

95.5

82

92

92

104

91

90

50 70 90 110 130

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

基準年度

2019年度

2020年度

目標2021年度

2021年度

目標2022年度

目標2023年度

総排水量の推移

0

10

20

30

4月 6月 8月 10月 12月 2月

総排水消費量推移

基準年度

2019年度

2020年度

2021年度

累積差



● 燃料の削減

単位：%

＜取組事例＞

・エコマーク認定のものを採用

夏服（再生ポリエステル)55%

冬服（再生ポリエステル)60%

*基準年度・・2013年度～2017年度の平均値
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購入時適合品の採用を積極的に行っていきます ・環境ラベル認定の製品を優先的に購入

・建設資材においてグリーン購入法適合品の採用に努める

ｸﾞﾘｰﾝ製品購入数 ／ 事務用品 557点 ／ 563点 ｸﾞﾘｰﾝ製品購入率 98.9%

評価 次年度の取組

事務用品グリーン購入比率向上 〇

環境ラベル認定の製品を優先的に購入 〇

建設資材においてグリーン購入法適合品の採用に努める 〇

目標達成手段 達成状況

公共交通機関を積極的に利用 〇

評価 次年度の取組

使用前点検によるエコドライブを ・エコドライブの実施(アイドリングストップ)

徹底していきたいと思います ・定期的な車両の点検

・公共交通機関を積極的に利用

● グリーン購入の推進

目標達成手段 達成状況

エコドライブの実施(アイドリングストップ) 〇

定期的な車両の点検 〇

95

96

96

100

100

97.4

99.2

99.9

100

98.9

100

100

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

基準年度

2018年度

2019年度

目標2021年度

2021年度

目標2022年度

目標2023年度

グリーン購入の推進



● 一般廃棄物排出量の削減

・TEPRAの回収 ・分別（色分けをして確実に分別）

・廃棄物の発生量の把握

・作業ミスによる廃棄量の削減
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再資源化率 60.9%

評価 次年度の取組

混廃を減らし分別による再資源化率を増やす ・建設産業廃棄物の適正な処理

家電リサイクル —

小型家電リサイクル —

建設産業廃棄物 再資源化量／総排出量 52.165t ／ 85.659t

建設産業廃棄物の適正な処理 〇

廃棄物の発生量の把握 〇

作業ミスによる廃棄量の削減 〇

達成状況

評価 次年度の取組

TEPRAリサイクル回収とする ・プリンタートナー・TEPRAの回収

ごみの分別をし再資源化に取り組む ・会議資料の紙をプロジェクター使用

＜取組事例＞

＊30個以上溜まったら購入店(ASKUL)回収。

● 建設産業廃棄物の適正処理

目標達成手段

TEPRA 回収量／購入量 33個 ／ 16個 再資源化率 206.3%

可燃ごみ排出量 2021年度／2020年度 472.50kg ／ 479.25kg ごみ削減率 98.6%

目標達成手段 達成状況

プリンタートナー・TEPRAの回収 〇

電子媒体の利用によるペーパーレス化の推進 〇



● 化学物質使用量の把握

● オゾン層保護

● 温室効果ガスの削減
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評価 次年度の取組

入場前に確認実施 ・入場車両の排ガス規制適合の確認

目標達成手段 達成状況

入場車両の排ガス規制適合の確認 〇

対象車両(台) 78

評価 次年度の取組

適正に回収・破壊を行う ・廃棄時に使用フロン類を適正に回収・破壊

目標達成手段 達成状況

廃棄時に使用フロン類を適正に回収・破壊 〇

フロン回収(㎏) 84.1

評価 次年度の取組

リスクアセスメントの実施 ・化学物質使用量の把握

目標達成手段 達成状況

塗装の際、低VOC塗料であることの確認 〇

低VOC塗料使用量(㎏) 0.7



◇環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無◇

法規制等名称 要求事項 遵守状況

環境保全についての配慮

環境報告書の作成及び公表

グリーン購入法 できる限り環境物品等の選択 適正処置

地球温暖化対策推進法 省エネルギー、排出ガス抑制 適正処置

排出基準の遵守

排水濃度の測定・記録(3年保存)、監視

石綿障害予防規則 石綿ばく露防止 適正処置

NOｘ・PM法 特定地域の建設業に関連する自動車排出窒素酸化物の抑制 適正処置

粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車（乗用車を
除く）は、東京都内での走行禁止。

排出基準の遵守

排水濃度の測定・記録(3年保存)、監視

基準値の遵守

特定施設設置の届出

基準値の遵守

特定施設設置の届出

委託業者の委託契約書及び業者の許可内容が適正である事の
確認及び許可証の写しの保管

マニフェストの管理

分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化

分別解体の計画書作成・実行

特定家庭用機器の廃棄時の適正処置
（作業所及び本社の家電が対象）

使用済小型電子機器等の廃棄時の適正処置
（作業所及び本社の家電が対象）

第1種指定化学物質取扱者は排出・移動量を報告

性状及び取扱に関する情報(SDS)の受取・発行

フロン類の適切な処理・回収・破壊の工程の確認 空調機の
簡易点検・定期点検の実施

事業系一般廃棄物

ごみ出しルール（分別・収集日等）

事業系有料ごみ処理権購入

労働安全衛生法 年一回の健康診断の実施 適正処置

違反、告訴等の有無

環境関連法規への違反・告訴等はありませんでした

また、過去３年間にわたり関係機関からの違反指摘等はありません

家電リサイクル法 適正処置

中野区環境基本条例
第6条（事業者の責務）

適正処置
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小型家電リサイクル法 適正処置

化学物質排出把握管理
促進法（PRTR法）

該当なし

フロン排出抑制法 適正処置

振動規制法 該当なし

廃棄物処理法 適正処置

建設リサイクル法 該当なし

東京都ディーゼル車規制 適正処置

水質汚濁防止法 該当なし

騒音規制法 該当なし

環境配慮促進法 適正処置

大気汚染防止法 適正処置



◇代表者による全体評価と見直しの結果◇

エコアクション２１の取組を始め１０年目に入ります。まずは身近な電気・水道・ガスの

削減から始めました。

事業所内の設備更新等もあり目標値の見直しの時期にきていると思います。

事務局を中心とし、関係法令の改訂等、教育・研修において周知徹底を図り安心して

現場を預けて頂ける人材育成に取り組みたいと考えます。

私たちはエコアクション２１活動を継続することによってＳＤＧｓ認定の取得も目指します。

環境企業として、安全・品質の向上、コンプライアンスの徹底を図り、サステナブルな

社会の発展に貢献できるよう努力してまいります。

社員一人一人が活動取組みについて考える力を養い、企業と共に一丸となって成長できる

環境づくりに努めます。
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